
循環型社会形成推進基本計画（抜粋） 
第２章 循環型社会のイメージ 

 
今後、排出者責任や拡大生産者責任（ＥＰＲ：Extended Producer Responsibility）

に基づく制度の拡充、不法投棄の未然防止、取締りや原状回復などの体制の確立、各主体

の自主的行動を促す経済的手法の適切な活用、各種手続の合理化などが推進されます。ま

た、循環型社会ビジネスが進展するとともに、国民、ＮＰＯ（非営利組織）・ＮＧＯ（非政

府組織）、事業者なども、循環型社会の形成に向けて、志を高く持ち、積極的な取組を行う

ことにより、各主体が相互に協力しあってそれぞれが自らの役割を果たしていきます。 

 

このような各主体の取組が十分なされることにより、平成２２年頃までに、例えば次の

ようなイメージで代表される循環型社会が形成され、現在及び将来の国民が健康で文化的

な生活をおくれるようになります。 
 
 第１節 自然の循環と経済社会の循環 
 

私たちは、経済社会の中で循環を実現していくわけですが、これは自然界における循

環を取り戻すことにつながります。 
 
自然界における環境は、大気、水、土壌、生物等の間を物質が循環し、生態系が微妙

な均衡を保つことにより成り立っています。このような環境の中に生かされている私た

ちが、自然界から大量の資源を取り出し、様々なものを大量に生産・消費し、その後、

不用となったものを自然界へ大量に廃棄していく、いわゆる大量生産・大量消費・大量

廃棄型の社会を営んでいくことは、自然界へ大きな負荷を与え、ひいては私たちの社会

を持続していくことを不可能にします。 
 
これから私たちが目指そうとする循環型社会では、自然界から新たに採取する資源を

できるだけ少なくし、長期間社会で使用することや既に社会で使用されたものなどを再

生資源として投入することにより、最終的に自然界へ廃棄されるものをできるだけ少な

くすることを基本とします。 
 
これにより、自然の循環を尊重し、自然に負荷をかけない社会、すなわち、資源を有

効に活用し、豊かな環境の恵みを享受できる質を重視した社会を将来世代にわたり築き

あげていきます。 
 

 第２節 暮らしに対する意識と行動の変化 
 

私たちの暮らしは、地域の自然的特色の中で、身近な自然に親しむことや、地域に賦

存するバイオマスや再生可能エネルギーの利活用、「旬」な食材への嗜好といったような

四季の移り変わりを感じられる自然と共生した暮らし、いわゆる「スロー」なライフス

タイル（生活様式）が定着していきます。そして、２０世紀後半に形成された「ワンウ

ェイ型ライフスタイル」は「循環」を基調としたものに転換されていきます。 
 
例えば、身近な「自然」である森林については、１００年間かけて木を育てるなど計
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画的に管理するとともに、切り出した木材を住宅や家具の材料として、次に再生木質ボ

ードなどとして利用し、最後に暖房燃料などとして活用されます。また、里山は、山菜

やきのこ採りなどを通じて、自然観察や環境教育の場としても活用されます。 
 
「食」については、生産者の名前の付いた商品など顔が見えるものが好まれて消費さ

れます。また、市街地と耕地が共存している地域では、いわゆる地産地消や肥飼料化さ

れた生ごみの活用が行われ、地域内での食と農の連携が進みます。 
 
「もの」については、家具や道具を自ら手入れしながら長年にわたって使い、磨き上

げていくことを尊び、手作りの良さ、手仕事の面白さも評価されるようになります。こ

のようなもったいないという気持ちや良いものを大事に使うという考えから、住宅、家

具、家電製品、自動車などに対する買換えのサイクルが長期化するとともに、長期間の

使用が可能なようにデザインされた長寿命（ロングライフ）製品の割合が高まります。

また、新しい商品の購入・所有にこだわらないリースやレンタル、長い期間使用してい

くための修理（リペア）や維持管理（メンテナンス）などのサービスに対するニーズ（需

要）が高まります。 
また、一定の期間で買換えが必要となる家庭用品やある一定の時期にしか使用しない

子供用品などについては、所有しなくとも機能が利用できればよいという考えから、リ

サイクルショップやフリーマーケットなどを積極的に利用し、賢く合理的に消費するよ

うになります。さらに、買物の際には買物袋や風呂敷などを持参し、不必要な容器や包

装はもらわないようにしたり、再生品や詰め替え製品など環境への負荷の小さい環境配

慮型製品・サービス（グリーン製品・サービス）の購入（グリーン購入）を心懸けたり

します。 
 
「サービス」については、コンサートや演劇などの芸術や文化に親しむ機会が増えた

り、スポーツやキャンプなどのレジャー活動やゆっくりと食を楽しむことなどが多くの

人に浸透し、生活の幅が広がります。このように様々なサービスを享受する一方、野球

やサッカーのスタジアムやコンサート・ホールなどにおいて使い捨ての容器類ではなく

繰り返し使えるリユースカップが利用されたり、ホテルやレストランなどの生ごみをた

い肥やバイオガスとして利活用する取組が進展するなど、あらゆるサービスにおいて環

境への配慮が組み込まれます。 
 

 第３節 ものづくりなどに対する意識と行動の変化 
 
「ものづくり」については、頻繁なモデルチェンジを行い、大量に販売するという考

え方から、使用後の製品の処分にも責任を有するという意識が持たれるようになり、修

理、維持管理や機能のアップグレード（更新）など、製品を長期間使用する際に必要と

なるサービスの提供が増大します。また、製品が不要となった場合の引取りなども行わ

れるようになります。こうしたことを通じて顧客の信頼を得ることが長期的には消費者

にも事業者にも望ましい経済活動であるという考え方へと変わっていきます。そして、

「もの」の供給者は、消費者の環境保全に対する意向を進んで取り入れていくようにな

っていくと同時に、新たな技術やシステムを活用したグリーン製品・サービスの提供や

ビジネスモデルの提案を行うようになります。 



  

これにより、国内における循環型社会ビジネスの市場が拡大するのみならず、我が国

のグリーン製品・サービスが国際的に評価され、輸出面においても主力産業となります。 
 
例えば、「製品」については、環境へ配慮した設計（ＤｆＥ：Design for Environment）

として、製品の使用後のことも考慮に入れ、修理、維持管理やアップグレードが可能な

設計、廃棄物となった場合の適正な再使用や再生利用、処分が簡単に行える設計などが

行われます。これによって、詰め替え製品や長寿命製品あるいは、より少ない資源で付

加価値の高い機能やデザイン性を重視した製品を開発・販売するようになります。 
また、素材から加工、組立てなどの各過程において有害化学物質の使用を最小限に抑

えるようになります。さらに、こうした製品を消費者が利用しやすくなるように、価格

設定や商品の情報提供などに関する工夫も行われます。 
 
「サービス」については、製品の提供形態として売り切り型に加え、機能を提供する

というリースやレンタル制度、良質なものを提供するリサイクルショップ、良いものを

大事に長く使うための修理や維持管理などのサービスが伸びていきます。 
 
「事業活動」については、製品の生産、販売、サービスの提供などの各面において、

いわゆる３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）のための取組が積極的に展開され

ます。製品の生産においては、生産工程と循環利用・処分工程が融合されるとともに、

産業間の有機的連携や産業界と地域社会の連携が図られることにより、工場全体で原材

料の投入を最小にし廃棄物等を最大限に再使用・再生利用することやある産業の廃棄物

等を他の産業の原材料として使用するなどの産業間の共生が進み、廃棄物の排出が抑制

されます。オフィスでの事業活動においても、両面コピーの活用やグリーン製品・サー

ビスの利用、照明・冷暖房機器の適切な使用やＩＴ化の進展による在宅勤務の普及など

廃棄物等やエネルギーの使用量を減らすような環境へ配慮した行動がさらに進展します。 
 

 第４節 循環型社会形成へ向けた各主体の活動の活発化 
 
循環型社会の形成に向けて、国・都道府県・市町村は法・条例の制定・適正な施行、

循環型の施設の整備を行うとともに、国民、民間団体や事業者などの各主体と連携を図

りつつ、コーディネーターとしての役割を果たしていきます。 
 
国民は、自らの生活が環境への負荷を与えていることを自覚し、廃棄物等の分別・資

源回収への取組やグリーン製品・サービスの優先的な購入などライフスタイルの見直し

に取り組みます。また、ＮＰＯ・ＮＧＯなどの民間団体の活動への参画・協力、資源回

収・清掃活動・フリーマーケットや各種の環境関係イベントへの参加、地域通貨の利用

など環境保全活動にも積極的に参加します。 
 
ＮＰＯ・ＮＧＯなどの民間団体の活動も活発化し、廃棄物等の再使用・再生利用やグ

リーン購入の促進、環境教育・環境学習の推進あるいは自然保護のための活動など循環

型社会の中で大きな役割を担うようになります。 
 
事業者も環境管理システムの導入等を通じて環境経営を推進し、事業活動における環



  

境への配慮の取組を徹底していくとともに、自ら積極的に地域の環境保全活動に参加し、

工場やオフィスなどを公開し、地域住民への情報提供や環境教育の場の提供という役割

を担い、地域の一員として地域への貢献を図っていきます。また、循環型社会ビジネス

を展開していきます。 
 
これらの各主体がパートナーシップに基づき活動することにより、循環型社会の形成

に向け、地域の特色に応じた取組が推進され、美しい街並みや風景、温かい地域コミュ

ニティーや地域独自の文化が醸成されていきます。 
 

 第５節 廃棄物等の適正な循環的利用と処分のためのシステムの高度化 
 
廃棄物処理・リサイクルのための法制度等の整備を踏まえて、全国で適正かつ計画的

に配置された拠点に、容器包装や家電製品などの廃棄物等を先端技術によってさらに効

率的にリサイクル・処理できる総合的リサイクル施設が整備されます。一方、生ごみな

どのバイオマスについては、地域圏内にある小規模なリサイクル施設やバイオマス活用

プラントなどで適正な循環的利用が行われます。このような拠点的なリサイクル施設な

どは、私たちの社会において新たな資源を作り出し、供給する資源産出地となると同時

に、事業者はこの新たな資源を積極的に利用し、自然界からの新たな資源の採取を最小

にします。 
 
また、廃棄物処理施設の高度化・集約化や長寿命化が進み、これらの施設では可能な

限り再使用・再生利用（マテリアル・リサイクル）を推進し、焼却処理の際には発電や

熱供給といった熱回収（サーマル・リサイクル）の機能が付与されるようになります。

さらに、どうしても処分しなければならず処理に高度な技術を要するＰＣＢ等の有害廃

棄物は、専用の施設において、安全かつ適切に処分されます。 
 
廃棄物等の輸送に当たっては、環境配慮の観点からトラック輸送に組み合わせて、鉄

道や船舶による輸送も行われます。例えば、総合静脈物流拠点港の整備を通じ、港湾を

核とした総合的な静脈物流システムの構築が図られます。 
 
最終処分場の整備に当たっては、地域の実情に応じて、広域処分場の整備や既存の処

分場に埋め立てられた廃棄物をリサイクルし、減量化し、埋立て容量を再生させるなど

の最終処分場の延命化のための取組が進められます。なお、これらの施設は、環境教育

の場などとして積極的に活用されるなど、人々に開かれたものとなります。 
 
一方、ＩＴ等の活用や地域内及び関係機関との連携による不法投棄の未然防止・取締

体制が整備されます。また、循環型社会の形成の大前提として、過去の不法投棄の原状

回復が不可欠であり、計画的に「負の遺産」が一掃されます。 
 
こうした廃棄物等の収集・運搬・再生・処分などの流れを適正な管理のもとに進める

ために、情報整備、人的整備が行われます。例えば、廃棄物処理・リサイクルに係る統

計情報や、動脈部分のメーカーから静脈部分の廃棄物処理・リサイクル業者までが共有

できる情報基盤が整備されます。 


